認定サークル規程
〈認定サークル規定の目的〉
第1条 この規程は、バームハイツ西葛西自治会の会則の第四条に基づきサークル活動の支援を目的とし、認定サークル(以下、認定サークルという)の認定基準等を定める。 
〈認定サークルの資格〉
（サークルの所属地域）
第２条　認定サークルは、バームハイツ西葛西にあること。 

（認定サークルの会員資格）
第３条 認定サークルの会員は、原則としてバームハイツ自治会会員ならびに当該マンション住人であること。
（認定サークルの代表又は役員）
第４条　認定サークルの代表者は、バームハイツ自治会会員でなければならない。
1. 認定サークルの運営にあたる代表者および役員は、活動に必要な経費以外を報酬として受取ってはならない。 

（認定手続）
第５条 サークルの認定手続きは、下記の書類をバームハイツ自治会（の運営委員会）に提出しなければならない。
1.認定申請書（①サークル名、②代表者名、③サークル活動内容、④主たる活動場所）
2.会員名簿（氏名）
<サークル認定、取消、再申請、解散>
第6条 サークルの認定は、バームハイツ自治会運営委員会が申請にもとづき本規程と照合して審査を行い、認定する。

第７条　認定サークルの認定取消しは、サークル認定申請等提出書類に虚偽があった場合、またはバームハイツ自治会認定サークルとしてバームハイツ自治会の名誉または住環境を著しく損なうような行為があった場合は、バームハイツ自治会運営委員会が認定を取り消すことができる。
第8条 サークル認定申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書を提出しなければならない。

第９条　認定サークルの解散時は、速やかにバームハイツ自治会運営委員会に届け出ること。

<掲示板の使用>

第１０条　バームハイツ自治会運営委員会は、認定したサークルに対して掲示板の使用を認める。

〈認定サークルの会則・活動〉
第１１条　認定サークルは、その運営について自主的で民主的な運営のための会則を有する場合は自治会運営委員会に届けることが望ましい。 

第１２条　認定サークルは、定期的なサークル活動ができるように努力する。 

<疑義>
第１３条　本規程に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合は、バームハイツ自治会運営委員会と認定
サークルとの協議の上決定する。
<付則>
第１４条　本規定は平成20年4月1日制定施行 
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